
短時間労働者に対する社会保険適用拡大について 

 

８月１０日の参議院本会議で、社会保障と税の一体改革関連法案が可決・成立

し、短時間労働者に対する社会保険適用拡大措置を定める「公的年金制度の財政

基盤及び最低保証機能も強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が

平成２８年（２０１６年）１０月１日から施行されることとなりました。 

 

当政連としては、本年２月に開催した第２回評議員会で短時間労働者に対する

社会保険の反対の決議に基づき、民主党東京都連や自民党東京都連に対する要請

行動を行い、３月には東商ホールにおいて、全国ビルメンテナンス協会など１７

業界団体で組織する「流通・サービス産業年金制度等改革検討協議会」の反対集

会を取り組んでまいりました。 

 

こうした反対運動の結果、適用対象は、従業員５００人超の企業、勤続１年以

上、週２０時間以上、月収８.８万円以上（当初の提案は７.８万円）となり、拡

大対象は当初法律案の４５万人から２５万人に縮小し、実施時期も１年間遅らせ

ることができました。 

 

しかし、今回の法律には、施行後３年以内に検討を加え、その結果に基づき必

要な措置を講じることが明記されており、将来、適用対象の更なる拡大が図られ

ることも予想されます。 

 

社会保険適用対象の拡大は、高齢者、女性など短時間労働者に大きく依存する

ビルメンテナンス業界の経営を直撃するものであり、また、現在週２０時間以下

で働いているパート労働者の多くが望んでいない改革だと言われております。  

 

我々の強い反対にもかかわらず法律が成立してしまいましたが、これ以上の適

用拡大が行われないよう反対の活動を続けてまいりますので、今後とも会員皆様

のご協力のほどお願い申し上げます。 
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